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Ⅰ 東郷町土質等規制条例の概要について 
 

１ 制定の経緯 

東郷町では、ここ数年、人家の近くにおいて樹木等を伐採し、山の形状を変化させ土を採取し、

町外から土を搬入し埋立てを行う事業が多く行われるようになってきました。また、事業規模に

ついても大規模化の傾向が見受けられます。 

これらの行為には、使用される土砂等について土質の規制がなく、周辺住民に対する説明も十

分されないまま施工されるケースが多々あり、周辺住民から不安の声が寄せられています。 

そこで、こうした住民の不安を解消し、安全で良好な地域環境を保全していくために土砂等に

よる土地の埋立て、盛土及びたい積について、その事業主及び土地所有者等の責務を明らかにし、

有害物質を含んだ土砂等を埋め立てることによる土壌汚染及び土砂の流出等の災害の発生等を防

止することを目的として条例を制定し、必要な規制を行うこととしたものです。 

 

２ 条例の骨子 

(1) 許可制 

一定規模以上の土地の埋立て等（土地の埋立て等を行う区域の面積が１，０００㎡以上）に

ついて町の許可が必要です。 

(2) 許可基準 

土地の埋立て等を行う場合には、許可基準を守らなければなりません。 

ア 使用する土砂等の基準 

土地の埋立て等に使用する土砂等は、カドミウムその他有害物質による汚染状態に関する

基準等に適合していなければなりません。 

イ 使用する土砂等の特定 

土地の埋立て等に使用する土砂等については、発生場所を特定する必要があります。 

ウ 技術上の基準 

土地の埋立て等を行う場合は、流出や崩落等を防止するため、技術上の基準に適合した方

法により行わなければなりません。 

エ 環境保全等の基準 

周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準に適合した方

法により行わなければなりません。 

(3) 定期的な調査報告義務 

搬入した土砂等について定期的に土壌調査を実施し、町へ報告する義務があります。 

(4) 罰則 

措置命令に違反した場合には、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処するなど罰則

規定を設けています。 
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３ 土地の埋立て等に関する事業の流れ 

事 業 主 東 郷 町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請準備 

・事業区域の調査(他法令関係、関係機関との事前打合せなど) 

・土砂等の発生場所における土壌の調査(§7.③) 

・土地所有者等の同意(§7.③) 

・周辺住民・隣接地権者等への説明会開催（§11） 

・隣接地権者等の承諾(規則§7.③.(4)) 

・施工管理者の設置(§19) 

審査（おおよそ１か月必要） 

許可・不許可の決定 
土地の埋立て等許可申請(§7.①) 

許可条件の付加(§8.③) 

標識の設置(§14.①) 

着手の届出(§13) 

完了の届出(§15.①) 

施工管理台帳の記載 

(§20)    毎日 

説明会開催(§11.①②) 
 
・変更許可が必要なとき 

・2/3 以上の隣接地権者又は 2/3 以上の周辺住民

の世帯主からの申出があるとき 

 
変更の許可 

(§9.①) 

変更の届出 

(§9.③) 

廃止の届出 

(§16.①) 

休止の届出 

(§16.①) 

再開の届出 

(§17) 

地位の承継 

(§18.②) 

土壌調査・報告(§21) 

 

書類の閲覧 

(§12) 

報告の徴収 

(§22) 

立入検査等 

(§23) 

事前打合せ  

例えば・・・ 

・環境課（土質等規制条例関係） 

・都市計画課（土採取規制条例関係） 

・農政商工課（農地法、森林法関係) 

・建設課（道路法関係） 

・社会教育課（文化財保護法関係） 

・学校教育課（通学路関係） 

土壌調査・報告(§21) 

着手後３月ごと 

採取立会 

報告書確認（完了確認） 

採取立会 

報告書確認 

現

場

パ
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